
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

 （俸給の特別調整額） 

第１２条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その

他の地位にある別表第９の職名欄に掲げる職にあ

る者（指定職俸給表適用者を除く。）に対し、同表

に定めるところにより俸給の支給に準じて支給す

る。この場合において、同一の者が同表の職名欄

に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方

の額を支給する。 

 （中 略） 
（都市手当） 

第１６条 都市手当は、別表第１０の区分に掲げる

支給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、

俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の

月額の合計額に当該区分に対応する支給割合を乗

じて得た額を支給する。 
２・３ （略） 
 （中 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第１～８ （略） 

 

 （俸給の特別調整額） 

第１２条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 （都市手当） 

第１６条  

 

 

 

 

２・３  

 

附 則 
 （施行期日等） 
１ この規程は、平成２８年４月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

（俸給の特別調整額に関する経過措置） 

２ 改正後の別表第９の規定にかかわらず、施行日の

前日から引き続き同一の職により俸給の特別調整

額の支給を受けている教職員（施行日以後に再任さ

れる場合を除く。）について、改正後の同表に定め

る額が改正前の同表に定める額に達しない場合は、

なお従前の例による。 

 （都市手当に関する経過措置） 

３ 改正後の別表第１０の規定にかかわらず、施行日

から平成３４年３月３１日までの間における同表

の支給地域欄の「京都府木津川市」の区分に対応す

る支給割合については、次の表に掲げるとおりとす

る。 

期 間 支給割合 

平成２８年４月１日から 

平成３１年３月３１日 

１００分の１０ 

平成３１年４月１日から 

平成３２年３月３１日 

１００分の９ 

平成３２年４月１日から 

平成３３年３月３１日 

１００分の８ 

平成３３年４月１日から 

平成３４年３月３１日 

１００分の７ 

 

別表第１～８ （同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
別表第９ 俸給の特別調整額表(第１２条関係) 

職名 支給額 備考 

副学長 200,000円   

研究科及び総合生存学館     

研究科長及び学館長 300,000円   

副研究科長及び副学館長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属の教育研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附置研究所     

研究所長 300,000円   

副所長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属の研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属図書館長 300,000円  

医学部附属病院     

病院長 300,000円   

副病院長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

   

薬剤部長 60,000円  

全国共同利用施設の長 60,000円  

学内共同教育研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

 30,000円  

国際高等教育院     

教育院長 300,000円   

副教育院長 50,000円   

機構長 100,000円   

研究拠点     

拠点長 300,000円   

副拠点長 50,000円   

その他の学内組織の長 

 

30,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

   

     

１ 研究科長が学部長を兼ねるものに対しては支給

額に５０，０００円を加算する。 
 
 
 
 
 
 
 

別表第９ 俸給の特別調整額表(第１２条関係) 

職名 支給額 備考 

副学長 170,000円   

研究科及び総合生存学館     

研究科長及び学館長 240,000円   

副研究科長及び副学館長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属の教育研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附置研究所     

研究所長 240,000円   

副所長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属の研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

附属図書館長 240,000円  

医学部附属病院     

病院長 240,000円   

副病院長 

 

50,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

   

薬剤部長 60,000円  

全国共同利用施設の長 60,000円  

学内共同教育研究施設の長 

 

60,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

 30,000円  

国際高等教育院     

教育院長 240,000円   

副教育院長 50,000円   

機構長 80,000円   

研究拠点及び高等研究院     

拠点長及び研究院長 240,000円   

副拠点長及び副研究院長 50,000円   

その他の学内組織の長 

 

30,000円 

 

（総長が指定するも

のに限る。） 

学系長 50,000円   

   

１ 研究科長が学部長を兼ねるものに対しては支給

額に７０，０００円を加算する。 
２ この表（欄外４を含む。）により俸給の特別調整

額の支給を受ける者が学系長を兼ねるもの（学系

長として俸給の特別調整額の支給を受ける場合

を除く。）に対しては支給額に１０，０００円を加

算する。 
３ 学系長が学域長を兼ねるものに対しては支給額

に２０，０００円を加算する。 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 
２ その他特に総長が指定するものに対して支給す

る。 
 
別表第１０（第１６条関係） 
【都市手当】 

支給地域 支給割合 

東京都特別区 １００分の２０ 

愛知県犬山市 １００分の６ 

滋賀県大津市 １００分の１０ 

京都府京都市 １００分の１０ 

京都府宇治市（宇治地区

施設に限る） 
１００分の１０ 

京都府向日市 １００分の１０ 

  
大阪府高槻市 １００分の１０ 

大阪府泉南郡 １００分の６ 

奈良県香芝市 １００分の６ 

山口県周南市 １００分の３ 
 

４ その他特に総長が指定するものに対して支給す

る。 
 

別表第１０（第１６条関係） 
【都市手当】 

支給地域 支給割合 

東京都特別区 １００分の２０ 

愛知県犬山市 １００分の６ 

滋賀県大津市 １００分の１０ 

京都府京都市 １００分の１０ 

京都府宇治市（宇治地区

施設に限る） 
１００分の１０ 

京都府向日市 １００分の１０ 

京都府木津川市 １００分の６ 
大阪府高槻市 １００分の１０ 

大阪府泉南郡 １００分の６ 

奈良県香芝市 １００分の６ 

山口県周南市 １００分の３ 
 

 


